
 

 

 

テニスサークル・リバース 会員規約 



第1条 運営方針 

テニスを生涯スポーツとして楽しみ、社会人のマナーを守り、コートの外でも仲良く！をモットーとし、テニ
スの技術レベル・年齢に関係無く気軽にテニスにふれる事の出来る場所を提供すると同時に、テニス技術の更
なる向上に励む。 
 
第2条 年会費及び参加費 
入会金は無料 年会費は1000円（4月1日より一年間） 参加費はコート代を参加人数で均等割          

第3条 活動日及び活動場所  

活動日は土・日曜日を基本とする。活動場所は南アルプス市やまなみの湯テニスコートを拠点とするが、予約が
とれない場合は適宜変更する。   

第4条 入会条件 
 18歳以上の社会人または学生で、社会通念上のマナーを守り、サークル及びメンバーの利権を妨げない方。

サークル運営規約を遵守し運営にご協力を頂ける方。サークルで企画する各種イベントに積極的に参加でき
る方。 
 
 
第5条 メンバー 
 代表者および運営委員の運営方針に積極的に協力し、コート予約、ボール管理はメンバーの義務とする。 
 第6条 ビジター 

メンバー以外で当サークルの活動コート及びボールを使用する方をビジターとし、複数回に及ぶビジター参加
は原則許可しない。ただし、メンバーのご家族はこの限りでない。 
 第7条 退会  

本人の申し出により退会の手続きをとるが、サークルの秩序を乱す等不適だと運営委員会において判断された
場合は退会して頂くこととする。また、入会または更新の意思確認の日より年会費を2か月間支払わない場合、
3か月以上音信不通の場合は退会したものとみなす。 

第8条 代表者  
サークルを統括する者。 
主にサークルの対外的な仕事に当たり、運営委員会における重要案件において最終意思決定を行なう。 

第9条 運営委員会  
サークル内より運営委員を選任しサークル内の要望を吸い上げ迅速公平にサークル運営を行う。 
委員の任期は4月１日より一年間とし再選を妨げない。運営委員は5名とし、会計・ボール購入・コート予約・
HP管理は代表者及び運営委員会が行うものとする。 

第11条 練習方法  

運営委員の判断により参加者の人数・レベルに応じて適宜決定する。運営委員は全員が公平に練習できるよう
に努めるものとする。ボール拾い・コート整備はメンバー全員が積極的に協力する。 

第12条 行事  

メンバー公平を原則とし運営委員会にメンバーの要望を集約、イベント幹事を任命しその指示に従い、楽し
く行事に参加する。 

（サークル行事） 
  忘・新年会  ： 年末・年始          懇親会           ： 適宜 
  花見会    ： 4月初旬               合宿                   ： 夏 年1回程度 
  納涼会    ： 8月初旬           サークル内試合： 適宜  
  サークル対抗戦： 適宜   
 第13条 その他 

 当サークル内で使用される個人情報はサークル運営に利用されるもので、その他用途には利用しない。 

第10条 練習への参加  

練習への参加は毎週木曜日までに掲示板に表明を行う。表明がない場合は原則参加不可とするが、仕事の都合上
等やむを得ない事由がある場合はこの限りでない。 

当日参加不可となった場合は、代表者へ連絡を行う。ビジター参加については事前に代表者の承諾を得るものと
する。参加者が木曜日までに規定数に満たない場合は、代表者がコート予約をキャンセルするものとする。 


